
 
議案第８８号  

 

 瑞穂町図書館設置条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  令和３年１２月１日  

 

           提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 

 

（提案理由）  

 瑞穂町図書館の施設を一般の使用に供するため、条例の全部を改

正する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

   瑞穂町図書館設置条例  

 

 瑞穂町図書館設置条例（昭和４８年条例第１７号）の全部を改正

する。  

 

（設置）  

第１条  図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第１０条の規定に

基づき、図書館を設置する。  

（名称及び位置）  

第２条  図書館の名称は、瑞穂町図書館といい、瑞穂町大字石畑１

９６２番地に置く。  

（開館時間）  

第３条  図書館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、  

瑞穂町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が特に必要と  

 

 

 



 
認めるときは、これを変更することができる。  

（１）日曜日、火曜日、水曜日、金曜日及び土曜日並びに国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日    

午前９時から午後６時まで  

（２）木曜日  午前９時から午後８時まで  

（休館日）  

第４条  図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教

育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館

日を定めることができる。  

（１）月曜日  

（２）１月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日

までの日  

（３）第３金曜日  

（使用許可及び使用料）  

第５条  図書館のセミナールーム（以下「セミナールーム」という。）

を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その

許可を受けなければならない。  

２  前項に規定する許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

別表に定める使用料を前納しなければならない。  

３  前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事情があると認める

ときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定するこ

とができる。  

４  教育委員会は、第１項の許可をする場合において、セミナール

ームの管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができ

る。  

（使用の制限）  

第６条  教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、セ

ミナールームの使用を許可しない。  

（１）公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。  

（２）施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。  

（３）管理運営上支障があると認めるとき。  

（４）前３号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認  

めるとき。  



 
 （使用料の返還）  

第７条  セミナールームに関する既納の使用料は、返還しない。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部

を返還することができる。  

 （１）天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用でき

なかったとき。  

（２）教育委員会が公益上その他やむを得ない理由により使用を取

り消し、又は使用を中止させたとき。  

 （３）使用者が使用を開始する日の７日前までに使用の取消しの申

出をし、教育委員会がこれを許可したとき。  

 （使用期間及び時間）  

第８条  セミナールームは、同一人が引き続き３日以上使用するこ

とができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるとき又は

管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。  

２  セミナールームの使用時間は、第３条に規定する開館時間内と

する。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、同条の規

定にかかわらず、これを延長することができる。  

 （使用の権利の譲渡禁止）  

第９条  使用者は、セミナールームの使用の権利を譲渡し、又は転

貸してはならない。  

 （使用許可の取消し等）  

第１０条  教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、

セミナールームの使用の許可を取り消し、又は使用を中止させる

ことができる。  

 （１）この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。  

 （２）使用の目的又は使用の条件に違反したとき。  

（３）災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。 

 （４）前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。  

２  前項に規定する場合において、使用者に損害が生ずることがあ

っても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。  

 （設備変更の禁止等）  

第１１条  使用者は、セミナールームに特別の設備をし、又は変更

を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受  



 
けたときは、この限りでない。  

 （原状回復の義務）  

第１２条  使用者は、セミナールームの使用を終了したときは、直

ちに設備を原状に復さなければならない。第１０条の規定により

セミナールームの使用の許可を取り消され、又は使用を中止させ

られたときもまた同様とする。  

 （損害賠償）  

第１３条  使用者は、セミナールーム、図書館の附帯設備、資料そ

の他備品を破損し、又は図書館の資料その他備品を紛失したとき

は、教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。  

（委任）  

第１４条  この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に

定める。  

 

   附  則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

 



 
別表（第５条関係）  

施設名  使用単位  使用料  

セミナールーム  １時間   ３００円   

 

 


